
３ 適正な取引の実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施策名 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 ＫＰＩ 

（
３
）
情
報
通
信
技
術
の
進
展
に
対
応
し
た
取
引
の
適
正
化 

①特定商取引法の
通信販売での不
法行為への対応 

 

    

特定商取引法に基
づく処分件数 
目標値：引き続
き、消費者被害の
多い通信販売取引
について、悪質事
業者に対する行政
処分を厳正に行
い、消費者保護を
十分に確保する。 

②特定電子メール
の送信の適正化
等に関する法律
に基づく行政処
分等の実施 

  

 

  

警告メール（行政
指導）の件数及び
措置命令（行政処
分）の件数 

③迷惑メール追放
支援プロジェク
トの実施 

  

 

  
送信元プロバイダ
への通知件数 

④インターネット
上の消費者トラ
ブルへの対応 

    

 

注意喚起等の実施
状況 

⑤電子商取引環境
整備に資するル
ール整備 

  

 

  

「電子商取引及び
情報財取引等に関
する準則」の改訂
状況 

悪質性や緊急性が高いと思われる案件の調査、調査結果に基づく厳
正な法執行【消費者庁】 

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の厳正な運用【総
務省、消費者庁】         

迷惑メール追放に向けた調査端末で受信した迷惑メールの違法性
の確認、当該メールに関する情報を送信元プロバイダに通知【総
務省】 

調査結果等を活用した消費者への注意喚起等【消費者庁、関係省
庁等】 
※調最新のインターネット技術・サービス及びそれらを巡る消費者トラブルの動

向を踏まえ、テーマを選定・実施 

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂等【経済産業
省】 

インターネット消費者取引連絡会の開催等【消費者庁、関係省庁等】 
※インターネット消費者トラブル等の動向を踏まえ、テーマを設定 
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３ 適正な取引の実現 

（３）情報通信技術の進展に対応した取引の適正化 

  ① 特定商取引法の通信販売での不法行為への対応 

    通信販売等について、特定商取引法の執行を補完する取組として、通信販

売事業者に対し不適切な広告の改善を促すとともに、インターネット・サー

ビス・プロバイダや金融庁などに対し、違法な電子メール広告等の情報を提

供することにより、ウェブサイトの削除や口座の停止等を促す。【消費者庁】 

 

  ② 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づく行政処分等の実施 

    特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、行政処分や行政

指導の実施により、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に違反す

る特定電子メールに起因した消費者被害を削減する。【総務省、消費者庁】 

 

  ③ 迷惑メール追放支援プロジェクトの実施 

    迷惑メール追放のための官民連携施策として、調査端末で受信した迷惑メ

ールの違法性を確認し、当該メールに関する情報を送信元プロバイダに通知

することにより、迷惑メール送信回線の利用停止措置等の円滑な実施を促す。

【総務省】 

 

  ④ インターネット上の消費者トラブルへの対応 

    インターネット技術・サービスの進展や諸外国の動向等について調査研究

を実施し、調査結果を活用した注意喚起等を実施する。また、関係行政機関、

事業者団体、消費者団体等で、インターネット上で新たに発生しつつある課

題を共有し、事業者等による機動的な取組を促すため、「インターネット消

費者取引連絡会」を開催する。【消費者庁、関係省庁等】 

 

  ⑤ 電子商取引環境整備に資するルール整備 

    「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂等を通じて、情報技

術を利用した取引が消費者や事業者にとって便利でかつ安心・安全なものと

なるよう、取引環境を整備し、また、事業者や関係省庁と適宜意見交換を実

施する。【経済産業省】 
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３ 適正な取引の実現 

 

 

 

 

 施策名 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 ＫＰＩ 

（
４
）
詐
欺
等
の
犯
罪
の
未
然
防
止
、
取
締
り 

 

①特殊詐欺の取締
り、被害防止の
推進 

     

特殊詐欺の取締状
況 

②被害の拡大防止
を意識した悪質
商法事犯の取締
りの推進 

     

悪質商法事犯の取
締状況 

③生活経済事犯に
係る被害拡大防
止に向けた犯行
助長サービス対
策等の推進 

     

情報提供、解約要
請等の実施状況 

④偽造キャッシュ
カード等による
被害の防止等へ
の対応 

     「偽造キャッシュ
カード問題等に対
する対応状況」に
おける各種指標等 

⑤ヤミ金融事犯の
取締りの推進 

     

ヤミ金融事犯の取
締状況 

⑥フィッシングに
係る不正アクセ
ス事犯への対策
の推進 

     フィッシング事犯
の取締り及び情報
セキュリティ関連
事業者団体に対す
るフィッシングに
係る情報提供等の
実施状況 

⑦ウイルス対策ソ
フト等を活用し
た被害拡大防止
対策 

     海外の偽サイト等
に関するＵＲＬ情
報等のウイルス対
策ソフト事業者等
への提供 

⑧インターネット
オークション詐
欺の取締り 

     インターネットオ
ークションに係る
犯罪の取締り及び
犯罪の取締りの状
況に応じた注意喚
起の実施状況 

架空請求や金融商品等取引名目等の特殊詐欺の取締り、特殊詐欺を
助長する犯罪の取締り、犯行ツール対策の推進【警察庁】 

特殊詐欺の被害防止のための広報啓発活動の推進【警察庁】 

特殊詐欺被害の未然防止に向けた金融機関への注意喚起等【警察
庁、金融庁】 

関係行政機関との連携強化等による悪質商法事犯（利殖勧誘事犯及
び特定商取引等事犯）の早期把握、迅速かつ機敏な口座凍結の要請
等や広域事犯に対応するための合同・共同捜査の推進【警察庁】 

口座凍結のための金融機関への情報提供、携帯電話契約者確認の
求め、契約条項に基づくバーチャルオフィス契約の解約要請等の
犯行助長サービス対策の推進【警察庁、関係省庁等】 

ヤミ金融事犯の徹底した取締り、金融機関に対する口座凍結の要
請、携帯音声通信事業者に対する契約者確認の求め、プロバイダ等
に対する違法な広告の削除要請等による被害の予防【警察庁】 

金融機関に対する不正利用口座に関する情報提供等【金融庁】 

金融機関への注意喚起【金融庁、警察庁】 

金融機関における取組状況のフォローアップ【金融庁】 

インターネットオークションに係る犯罪の取締り、犯罪の取締りの
状況に応じた注意喚起【警察庁】 

不正アクセス行為の禁止等に関する法律に基づくフィッシング事
犯の取締り、サイバーセキュリティ関連事業者団体等に対するフ
ィッシングに係る情報提供等【警察庁、総務省、経済産業省】 

ＵＲＬ情報等の提供による、海外の偽サイトを閲覧しようとする利
用者のコンピュータ画面への警告表示等の実施【警察庁】 
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３ 適正な取引の実現 

（４）詐欺等の犯罪の未然防止、取締り 

  ① 特殊詐欺の取締り、被害防止の推進 

    架空請求や金融商品等取引名目等の特殊詐欺の取締りを強化する。また、

携帯電話や預貯金口座を売買するなどの特殊詐欺を助長する行為について関

係法令を駆使して取締りに当たるとともに、犯行に利用された携帯電話の携

帯電話事業者に対する契約者確認の求め、金融機関に対する振込先指定口座

の凍結依頼等の犯行ツール対策を推進し、被害の未然防止、拡大防止を図る。 

    様々な機会を通じて特殊詐欺の最新の手口、発生状況、被害に遭わないた

めの注意点等の情報を提供するなど、特殊詐欺の被害防止のための広報啓発

活動を推進する。【警察庁】 

    金融機関に対し、振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺に関する注意喚起等

を引き続き行うことにより、被害の未然防止及び拡大防止に向けた金融機関

の取組をより一層促進する。【警察庁、金融庁】 

    また、同様の観点から、金融機関における振り込め詐欺への対応状況の検

証を行う。 

    金融機関に対し、不正利用口座に関する情報提供を行うとともに、広く一

般に口座の不正利用問題に対する注意喚起を促す観点から、当該情報提供の

状況等につき、四半期ごとの公表を行う。【金融庁】 

 

  ② 被害の拡大防止を意識した悪質商法事犯の取締りの推進 

    悪質商法事犯（利殖勧誘事犯及び特定商取引等事犯）は、高齢者等の社会

的弱者に多大な被害をもたらすものであることから、関係行政機関との連携

強化等による事犯の早期把握に努めるとともに、迅速かつ機敏な口座凍結の

要請等や広域事犯に対応するための合同・共同捜査を推進しての早期事件化

により、被害の拡大防止を図る。【警察庁】 

 

  ③ 生活経済事犯に係る被害拡大防止に向けた犯行助長サービス対策等の推進 

    生活経済事犯の多くで、預貯金口座のほか、携帯電話、バーチャルオフィ

ス等に係るサービスが悪用されていることから、犯罪の予防及び被害拡大防

止を図るため、口座凍結のための金融機関への情報提供、携帯電話契約者確

認の求め、契約条項に基づくバーチャルオフィス契約の解約要請等の犯行助

長サービス対策を推進する。【警察庁、関係省庁等】 

 

  ④ 偽造キャッシュカード等による被害の防止等への対応 

    偽造キャッシュカード等（偽造・盗難キャッシュカード、盗難通帳、イン

ターネットバンキング）による被害の防止等に向けた金融機関への注意喚起

を実施する。【金融庁、警察庁】 
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    また、金融機関の犯罪防止策や犯罪発生後の対応措置への取組状況をフォ

ローアップ（偽造キャッシュカード等による被害発生状況や金融機関による

補償状況の四半期ごとの公表、偽造キャッシュカード問題等に対する金融機

関の対応状況に関するアンケート調査の実施及び公表、金融機関における偽

造キャッシュカード等への対応状況の検証）し、各種被害手口に対応した金

融機関における防止策等を促進する。【金融庁】 

 

  ⑤ ヤミ金融事犯の取締りの推進 

    ヤミ金融事犯については、健全な経済生活を脅かす悪質な事犯であり、ま

た暴力団の資金源となる場合もあることから、当該事犯の徹底した取締りの

ほか、金融機関に対する口座凍結の要請、携帯音声通信事業者に対する契約

者確認の求め、プロバイダ等に対する違法な広告の削除要請等により、被害

の予防を図る。【警察庁】 

 

  ⑥ フィッシングに係る不正アクセス事犯への対策の推進 

    不正アクセス行為の禁止等に関する法律に基づき、フィッシング事犯の取

締り、サイバーセキュリティ関連事業者団体等に対するフィッシングに係る

情報提供等を行い、フィッシングに係る不正アクセス事犯への対策を推進す

る。【警察庁、総務省、経済産業省】 

 

  ⑦ ウイルス対策ソフト等を活用した被害拡大防止対策 

    各都道府県警察等から集約した、海外の偽サイト等に関するＵＲＬ情報等

を、ウイルス対策ソフト事業者等に提供し、当該サイトを閲覧しようとする

利用者のコンピュータ画面に警告表示等を行う対策を推進する。【警察庁】 

 

  ⑧ インターネットオークション詐欺の取締り 

    インターネットオークションに係る犯罪の取締りを推進するとともに、犯

罪の取締りの状況に応じた注意喚起を実施する。【警察庁】 
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３ 適正な取引の実現 

 

 

 

 

 

３ 適正な取引の実現 

（５）規格・計量の適正化 

  ① ＪＩＳ規格等の国内・国際標準化施策の実施 

    消費者の日本工業規格（ＪＩＳ）開発審議への参加を効率的に促進するた

めに「消費者のための標準化セミナー」を全国で実施する。また、国の審議

会である日本工業標準調査委会に消費者代表が参加し、消費者の立場から国

内の標準化・認証に関する審議を実施する。さらに消費者代表が国際標準化

活動にも参加する。【経済産業省】 

 

   ② 新たなＪＡＳ規格等の検討 

    食品に対する消費者の信頼の確保を図りつつ、市場の拡大に資する観点か

ら、新たな消費者ニーズを踏まえたＪＡＳ規格等を検討し、制度化を図る。

【農林水産省】 

 

 

 

 

 

 施策名 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 ＫＰＩ 

（
５
）
規
格
・
計
量
の
適
正
化 

①ＪＩＳ規格等の
国内・国際標準
化施策の実施 

     

標準化セミナー及
び消費者代表の参
加したＪＩＳ開発
審議の開催状況 

②新たなＪＡＳ規
格等の検討 

     

新たなＪＡＳ規格
等の検討状況 

・「消費者のための標準化セミナー」を全国で実施 
・日本工業標準調査会への消費者代表の参加 
・消費者代表の国際標準化活動への参加 
【経済産業省】 

食品に対する消費者の信頼の確保を図りつつ、市場の拡大等に資す
る観点から、新たな消費者ニーズを踏まえたＪＡＳ規格等の検討 
【農林水産省】 
※毎年度、消費者ニーズに則した商品動向や食品加工技術の向上等
を考慮し、ＪＡＳ規格の制定・見直し等を行う。 

 

39



４ 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成 

 

 

 

 

   

 

 

 施策名 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 ＫＰＩ 

（
１
）
消
費
者
政
策
の
透
明
性
の
確
保
と
消
費
者
の
意
見
の
反
映 

①消費者政策の実
施の状況の報
告 

     
「消費者政策の
実施の状況」関
係行政機関、関
係地方公共団体
及び国民生活セ
ンターへの報告
書提供数 

②消費者事故等に
関する情報の集
約及び分析の取
りまとめ結果の
報告 

     「消費者事故等
に関する情報の
集約及び分析の
取りまとめ結果
の報告」関係行
政機関、関係地
方公共団体及び
国民生活センタ
ー等への報告書
提供数 

③消費者政策の企
画立案のための
調査の実施 

     

「消費者意識基
本調査」ウェブ
サイトアクセス
数 
「消費者白書」
ウェブサイトア
クセス数 

④審議会等への消
費者の意見を代
表する委員の選
任 

     

消費者を代表する
者の選任人数又は
選任割合 

その他の調査の適宜実施【消費者庁】 

「消費者団体名簿」の公表【消費者庁】 

消費者の意見
を代表する委
員の範囲の考
え 方 を 整 理
し、これまで
の選任実績に
ついて検証 
【消費者庁】 

消費者問題に関連する審議会等において、消費者の意見を代表する委員

の選任【関係省庁等】 

消費者政策の実施の状況の報告【消費者庁】 
※毎年度、その時々の課題を踏まえた記述を盛り込む。 

消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告
【消費者庁】 

消費者意識基本調査の実施【消費者庁】 
※毎年度、その時々の課題を踏まえて調査項目を見直し。 

消費者被害額の推計【消費者庁】 
※推計方法については、必要に応じて見直し。 
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４ 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成 

（１） 消費者政策の透明性の確保と消費者の意見の反映 

  ① 消費者政策の実施の状況の報告 

    消費者基本法第10条の２の規定に基づき、政府が前年度講じた消費者政策

の実施状況を取りまとめた年次報告（消費者白書）を作成し、国会に報告す

る（消費者安全法に基づく国会報告と合冊）。【消費者庁】 

 

  ② 消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告 

    消費者安全法第12条各項の規定に基づき各行政機関の長、都道府県知事、

市町村長及び国民生活センターの長から消費者庁に対し消費者事故等の発生

に関する情報の通知があったもの等について、同法第13条の規定に基づき集

約及び分析を行い取りまとめた結果を国会に報告する（消費者白書と合冊）。

【消費者庁】 

 

 ③ 消費者政策の企画立案のための調査の実施 

    消費者政策の企画立案のため、以下の調査を実施する。【消費者庁】 

   １）消費生活や消費者政策に関する一般消費者の意識、行動などについて包

括的な調査項目を設定した、消費者意識基本調査を毎年度継続的に実施す

る。 

   ２）既存の消費者事故等情報やＰＩＯ－ＮＥＴ情報等を活用した、消費者被

害額を毎年度継続的に推計する。 

   ３）上記以外に、日々の消費者事故等情報の分析から早急に対応が必要だと

判断した個別テーマについての調査等、各種調査を適宜実施する。 

 

④ 審議会への消費者を代表する委員の選任 

今後の関係府省庁等における審議会委員の選任に資するため、全国の消費

者団体数、会員数、団体の性格、設立年代、関心事項、活動状況等を取りま

とめた「消費者団体名簿」を消費者庁ウェブサイトで公表する。【消費者庁】 

    消費者の意見を代表する委員の考え方を整理し、消費者問題に関連する国

の審議会等における、これまでの選任実績について検証する。【消費者庁】 

消費者問題に関連する審議会等の委員の選任に当たっては、消費者の意見

を代表する委員の選任に努める。【関係省庁等】 
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４ 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成（消費者庁の取組を追加） 

 施策名 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 ＫＰＩ 

（
２
）
消
費
者
教
育
の
推
進 

①消費者教育の総
合的、体系的か
つ効果的な推進 

     
消費者市民社会の
実現に向けた取組
の認知度 

②地域における消
費者教育推進の
ための体制の整
備 

     

手法等の検討状況 
研修実施状況 

③「消費者教育の
推進に関する基
本的な方針（基
本方針）」の検
討等 

     

基本方針の検討・
変更の状況 

④消費者教育に使
用される教材等
の整備 

     

ポータルサイトの
アクセス数 

⑤教育行政（学校
教 育 ・ 社 会 教
育）と消費者行
政の連携・協働
（基礎的な情報
の整備と体制作
り） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

・各都道府県にお
ける消費者教育
推進地域協議会
の設置状況 

・イメージマップ
活用度調査 

・国センでの研修
実績 

 
 

消費者の特性に応じた適切なものとすることに配慮した消費者教育
教材の作成及び収集【消費者庁】 

・消費者教育の推進に関する施策の
状況等を踏まえた基本方針に関す
る検討 

・必要に応じた基本方針の変更 
【消費者庁、文部科学省、関係省庁
等】 

次期基本方針
の検討 

次期基本方針の下にお
ける、施策の状況等を
踏まえた検討、必要に
応じた変更の実施 【消
費者庁、文部科学省、
関係省庁等】 

消費者教育推進会議での議論を踏まえ、幼児期から高齢期までの
各段階に応じて体系的に行い、学校、地域、家庭、職域その他
様々な場における取組を推進 
【消費者庁、文部科学省、関係省庁等】 

国、地方公共団体、消費者団体、事業者・事業者団体や、地域にお
ける多様な主体との連携・協働を支援するなど、消費者教育の推進
のための体制の整備【消費者庁、関係省庁等】 

地域における先駆的な取組を促進し、その成果を全国へ展開【消費
者庁、関係省庁等】 

国、地方公共団体及び独立行政法人国民生活センター等において、
必要な研修の実施、情報提供等を実施【消費者庁、関係省庁等】 

消費者教育ポータルサイトにおいて、最新教材等の積極的な収集・
掲載を行い、教材等の選択に役立つ評価等を示すなど、消費者教育
の推進のための総合的な情報提供・発信【消費者庁】 

調査研究などの成果など特色ある取組事例の普及、先駆的実践者を活用し
た、地域における消費者教育を推進する上での連携・協働による体制作り
の促進【文部科学省】 

地方公共団体における、教育委員会と消費者行政担当部局との連携等によ
る消費者教育の推進体制の整備の促進【消費者庁、文部科学省】 

学校教育及び社会教育などの教育行政と消費者行政の連携・協働
に関する取組状況調査【文部科学省】 

 
25 年度調査 
  普及・啓発 

普及・啓発 
集計・現状課
題等の分析 
・報告書作成 

 

調査実施 
28 年度調査 
企画・設計 

調査実施 28 年度調査 
企画・設計 
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⑥学校における消
費者教育の推進 

     ・全国の指導主事
等を対象とする
協議会への参加
者人数 

・大学等における
消費者関連（消
費者問題に関す
る啓発・情報提
供以外）の取組
の割合 

・担当省庁による
支援の状況 

・消費者教育フェ
スタの参加者の
満足度増加 

⑦地域における消
費者教育の推進 

 

     ・各都道府県にお
ける消費者教育
推進地域協議会
の設置状況 

・全国の指導主事
等を対象とする
協議会への参加
者人 

・コーディネータ
ー育成状況 

・消費生活サポー
ター数  

・教育委員会にお
ける社会教育関
連の消費者教育
の取組の割合 

 目標：25 年度調
査結果 39.9％か
らの増加 

・担当省庁による
支援の状況 

⑧家庭における消
費者教育 

     

・ポータルサイト
のアクセス数 

⑨事業者・事業者
団体による消費
者教育 

     

・ポータルサイト
の掲載数 

地方公共団体における消費者教育推進計画の策定及び消費者教育推進地域
協議会の設置を支援、促進する。【消費者庁】 

地域の消費者教育の担い手の連携・協働が図られるよう、消費生活センタ
ーの消費者教育の拠点化やコーディネーターの育成、消費生活サポーター
の養成等の取組を支援する。【消費者庁】 

消費者教育ポータルサイトにおいて家庭でできる消費者教育教材や地方に
おける親子向けの講座の案内の積極的な収集・掲載につとめる。【消費者
庁】 

消費者の自主学習への取組を支援する仕組みの検討を行う。【消費者庁】 

事業者・事業者団体による取組事例を積極的に収集し、消費者教育ポータ
ルサイトに掲載【消費者庁】 

事業者・事業者団体による消費者教育に関する取組の支援について検討
【消費者庁】 

小・中・高等学校等における消費者教育の推進（学習指導要領の周知・徹
底、改訂に向けた検討等）【文部科学省】 

大学・専門学校等における消費者教育の推進（取組状況調査と特色ある取
組事例、先進事例や課題等の情報提供及び啓発）【消費者庁、文部科学
省】 

＜学校における消費者教育の推進＞ 
副読本や教材などの作成、関係機関が有する情報や知識を活用した教育・啓
発事業やセミナーの開催等【消費者庁、金融庁、総務省、関係省庁等】 

消費者教育等に関する各教科等横断的なプログラムの開発に係る実践研
究、その成果など優れた取組の普及。大学等における消費者庁からの依頼
等に基づく啓発及び情報提供【文部科学省】 

教育委員会を通じた地域における消費者教育（取組実態調査の
実施、実践者向け手引や教材の活用促進等）【文部科学省】 

＜地域における消費者教育の推進＞ 
関係機関が有する情報や知識を活用した消費者教育用教材等の作成・配
布、出前講座の実施、又は地域で開催される講座等への講師派遣などの
実施 
【消費者庁、公正取引委員会、金融庁、総務省、文部科学省、関係省庁
等】 
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 施策名 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 ＫＰＩ 

（
２
）
消
費
者
教
育
の
推
進 

⑩持続可能な開発
のための教育の
推進 

     

研究会の開催状況 

⑪金融経済教育の
推進 

     「家計の金融行動
に関する世論調
査」（金融広報中
央委員会）におけ
る生活設計策定の
有無 
目標：26 年調査

結果 37.3％か
らの増加 

⑫法教育の推進 

     

法教育推進協議会
の開催状況 

⑬各種リサイクル
法の普及啓発 

     小型家電リサイク
ル法等の各種リサ
イクル法に関する
認知度の向上 

⑭食品ロス削減国
民運動（NO-
FOODLOSS 
PROJECT）の推
進 

     

・消費者意識基本
調査における
「食品ロス」
の認知度 

 平成 31 年度 80.0％ 

（平成 25年 64.5％） 

・食品ロス発生量

の抑制 

家庭系食品廃棄物における排出抑制・再生利用実態調査、食品
ロスの削減による環境負荷の算定、自治体の優良事例等の情報
提供を通じた普及啓発【環境省】 

食品ロス削減のための商慣習見直しに向けた検討等の取組の推進
及び情報提供【農林水産省】 

法教育の更なる普及・推進のための取組（法教育教材作成、法教
育実践状況の調査研究等）の実施【法務省】 

ポスターやパンフレット等や各メディアを通じた広報の実施【環
境省、経済産業省】 

・金融経済教育推進会議を通じ、業態横断的な取組を実施 
・各種国際会議における動向や諸外国の取組を日本の金融経済教育に活用 
・金融経済教育用教材の作成・配布 
・学校や地域で開催される講座等への講師派遣 
・金融サービス利用に伴うトラブル発生の未然防止などに向けた事前相談

の実施 
【消費者庁、金融庁、文部科学省、関係省庁等】 

・食品ロス削減国民運動「NO-FOODLOSS PROJECT」の展開 

【内閣府、消費者庁、文部科学省、農林水産省、経済産業省、環境省】 

・ロゴマーク「ろすのん」の周知 

【内閣府、消費者庁、文部科学省、農林水産省、経済産業省、環境省】 

・ウェブサイト専用ページの更新【消費者庁】 

・パンフレットの作成及び地方公共団体や関係団体等への提供【消費者

庁】 

消費者意識基本調査に設問を設けることによる、「食品ロス」の
認知度の毎年度調査【消費者庁】 

倫理的消費等に関す
る調査研究を実施
【消費者庁】 
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 施策名 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 ＫＰＩ 

（
２
）
消
費
者
教
育
の
推
進 

⑮食育の推進 

     

食育推進基本計
画の推進状況 

     
・教材の作成・
配布の状況 

・日本型食生活
の実践に取り
組む人の割合
の向上 
平成 27 年度 

27％ 

（平成 25 年度 

15％） 

・農林漁業体験
を経験した国
民の割合の向
上 
平成 30 年度 

35％ 

（平成 25 年度 

37％） 

分かりやすく、実行性の高い日本型食生活の推進【農林水産省】 

食や農林水産業への理解を深める取組の推進（農林漁業体験等）
【農林水産省】 

食育推進基本計画の推進【消費者庁、内閣府、食品安全委員会、
文部科学省、厚生労働省､農林水産省】 

 
 
 

 
※第２次食育推進基本計画の計画期間は平成 27 年度まで。 

第２次計

 

第３次計画 

学校における食育を推進するための教材の作成・配付による栄
養、食習慣などについての指導の充実【文部科学省】 
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（２）消費者教育の推進 
 
  ① 消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進 
   ・消費者教育の推進に関する法律及び消費者教育の推進に関する基本的な方

針に基づき、消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育

（消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性について

理解及び関心を深めるための教育を含む。）及び啓発活動を推進する。【消

費者庁、文部科学省、関係省庁等】 
   ・消費者教育の実施に当たっては、消費者教育推進会議での議論を踏まえ、

幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行い、学校、地域、家庭、

職域その他様々な場における取組を推進する。【消費者庁、文部科学省、関

係省庁等】 

 
  ② 地域における消費者教育推進のための体制の整備 
   ・国、地方公共団体、消費者団体、事業者・事業者団体や、地域における多

様な主体との連携・協働を支援するなど、消費者教育の推進のための体制の

整備を図る。 

   ・地域における先駆的な取組を促進し、その成果を全国へ展開する。 
   ・消費者教育の担い手に対しては、国、地方公共団体及び独立行政法人国民

生活センター等において、必要な研修の実施、情報提供等を行う。【消費者

庁、文部科学省、関係省庁等】 

 
  ③ 「消費者教育の推進に関する基本的な方針（基本方針）」の検討等 
    消費者教育の推進に関する施策の状況等を踏まえ、消費者教育推進会議等

から意見を聴き、必要があれば基本方針を変更する。 

    なお、現行基本方針は平成29年度までの方針であることから、平成30年度

以降を対象期間とする基本方針を検討・策定する。【消費者庁、文部科学省、

関係省庁等】 
 
  ④ 消費者教育に使用される教材等の整備 
   ・年齢、障害の有無、情報の入手方法、読み解く能力の差異等の消費者の特

性に応じた適切なものとすることに配慮した消費者教育教材の作成及び収集

を行う。【消費者庁】 

   ・消費者教育ポータルサイトにおいて、最新教材等の積極的な収集・掲載を

行い、教材等の選択に役立つ評価等を示すなど、消費者教育の推進のための

総合的な情報提供・発信を行う。【消費者庁】 
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  ⑤ 教育行政（学校教育・社会教育）と消費者行政の連携・協働（基盤的な情

報の整備と体制作り） 

    学校教育及び社会教育などの教育行政と消費者行政の連携・協働に関する

取組状況についての調査を定期的に実施し、現状の課題等について、分析を

行い、更なる普及・啓発を行う。 

    また、調査研究などの成果など特色ある取組事例を普及するとともに、先

駆的実践者を活用し、地域における消費者教育を推進する上での連携・協働

による体制作りを促進する。 

    消費者庁及び文部科学省が密接に連携し、消費者教育を推進するために、

地方公共団体において教育委員会と消費者行政担当部局との連携を図るなど

消費者教育の推進体制の整備を促進する。【消費者庁、文部科学省】 

 

  ⑥ 学校における消費者教育の推進 

   ・小・中・高等学校等における消費者教育の推進 

    小・中・高等学校等において、学習指導要領に基づき、社会において主

体的に生きる消費者を育む教育を推進するため、その周知・徹底を図る。

また、中央教育審議会の審議を踏まえ学習指導要領の改訂を行うとともに、

改定された学習指導要領の周知を図る。【文部科学省】 

   ・大学・専門学校等における消費者教育の推進 

    大学生等に対する消費者教育の推進を図るため、全国の大学等に対して

「消費者教育に関する取組状況調査」を実施し、現状の課題等の分析を行

い、特色ある取組事例や課題等の情報提供及び啓発を行う。【消費者庁、

文部科学省】 

   ・消費者教育の人材（担い手となる教職員）の育成・活用 

    小・中・高等学校等における教職員の指導力の向上を図るため、消費者

教育等に関する各教科等横断的プログラムの開発に係る実践研究を実施す

るとともに、消費者教育の推進に関する調査研究の成果など優れた取組の

普及を図る。大学等においては消費者庁からの依頼等に基づき、消費者問

題に関する啓発及び情報提供を行う。【文部科学省】 

   ・学校における消費者教育の推進 

    学習指導要領の内容を反映した副読本や教材などの作成、担当省庁、国

民生活センター、金融広報中央委員会が有する情報や知識を活用した教

育・啓発事業及び教員の指導力向上を目指したセミナーの開催等について、

文部科学省や教育委員会と連携を図るとともに、外部の専門家などの協力

も得ながら、学校における消費者教育の推進を行う。【消費者庁、金融庁、

総務省、関係省庁等】 

 
 ⑦ 地域における消費者教育の推進 
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   ・地方公共団体における消費者教育推進計画の策定及び消費者教育推進地域

協議会の設置を支援、促進する。【消費者庁】 

   ・地域の消費者教育の担い手の連携・協働が図られるよう、消費生活センタ

ーの消費者教育の拠点化やコーディネーターの育成、消費生活サポーター

の養成等の取組を支援する。【消費者庁】 

   ・教育委員会を通じた地域における消費者教育 

    全国の教育委員会に対して「消費者教育に関する取組状況調査」を実施

し、現状の課題等の分析を行いつつ、社会教育における教材・手引等を作

成するとともに、講座等で活用されるよう促すなどの周知を図り、社会教

育施設等地域における消費者教育の推進を図る。【文部科学省】 

   ・地域における消費者教育の推進 

    担当省庁、国民生活センター、金融広報中央委員会が有する情報や知識

を活用した消費者教育用教材等の作成・配布、出前講座の実施、又は地域

で開催される講座等への講師派遣などを行い、地域における消費者教育の

推進を行う。【消費者庁、公正取引委員会、金融庁、文部科学省、関係省

庁等】 

 
 ⑧ 家庭における消費者教育 
  ・消費者教育ポータルサイトにおいて家庭でできる消費者教育教材や地方にお

ける親子向けの講座の案内の積極的な収集・掲載につとめる。【消費者庁】 

  ・消費者の自主学習への取組を支援する仕組みの検討を行う。【消費者庁】 
 
 ⑨ 事業者・事業者団体による消費者教育 
  ・事業者・事業者団体による取組事例を積極的に収集し、消費者教育ポータル

サイトに掲載する。【消費者庁】 

  ・事業者・事業者団体による消費者教育に関する取組の支援について検討する。

【消費者庁】 

 
 ⑩ 持続可能な開発のための教育の推進 
  ・持続可能なライフスタイルへの理解を促進するため、消費者庁において、倫

理的消費等に関する調査研究を実施する。【消費者庁】（27 年度、28 年度）  

 

 ⑪ 金融経済教育の推進 

   金融に関する基本的な考え方を浸透させるため、金融経済教育推進会議を通

じ、業態横断的な取組を実施する。 

   各種国際会議における動向や諸外国の取組を日本の金融経済教育に活用する。 

   金融経済教育用教材の作成・配布、学校や地域で開催される講座等への講師

派遣等について、文部科学省等とも連携を図りつつ実施する。 

48



   金融サービス利用に伴うトラブル発生の未然防止などに向けた事前相談を実

施する。【消費者庁、金融庁、文部科学省、関係省庁等】 

 

⑫ 法教育の推進 

  法教育の推進に向けた以下の取組を推進する。 

１）法教育の更なる普及・推進のため、広報活動や法教育に関する支援活動・

助言等を行い、法教育の意義についての理解を広める。【法務省】 

２）法曹関係者、学者、教育関係者等の有識者で構成する法教育推進協議会を

始めとする各種会議を開催し、検討・報告された法教育に関する最新の情報、

協議の状況等を情報提供することにより、法教育の普及・推進を図る。【法

務省】 

 

⑬ 各種リサイクル法の普及啓発 

  小型家電リサイクル法を始めとした各種リサイクル法について、ポスターやパ

ンフレット等の作成や、各メディアを通じた広報を実施し、国民・関係機関に普

及啓発を行う。【環境省、経済産業省】 

 

⑭ 食品ロス削減国民運動（NO-FOODLOSS PROJECT）の推進 

  食品ロスを削減するため、以下の取組を推進する。 

  １）平成25年 10月から展開している関係６府省庁（内閣府、消費者庁、文部科

学省、農林水産省、経済産業省、環境省）の連携による食品ロス削減国民運

動「NO-FOODLOSS PROJECT」の展開を継続する。【内閣府、消費者庁、文部科

学省、農林水産省、経済産業省、環境省】 

  ２）食品ロス削減につながる取組に関する情報をウェブサイトやパンフレット

等を用いて消費者に普及啓発する。【消費者庁】 

  ３）食品関連事業者による食品ロス削減のための商慣習見直しに向けた検討等

の取組を推進するとともに、このような取組の情報提供を行う。【農林水産

省】 

  ４）家庭系食品廃棄物における排出抑制・再生利用実態調査、食品ロスの削減

による環境負荷の算定、自治体の優良事例等の情報提供を行う。【環境省】 

 

 ⑮ 食育の推進 

    国民の適切な食生活の選択に資するよう、国民の食生活に関し、食育の一

環として、食品の安全性、栄養、食習慣などについての正確な情報の提供等

を推進する。 

    また、平成28年度以降を対象期間とする新たな食育基本計画を策定する。    

【消費者庁、内閣府、食品安全委員会、文部科学省、厚生労働省、農林水産

省】 
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    学校における食育を推進するための教材を作成・配付することで、栄養、

食習慣などについての指導を充実させる。【文部科学省】 

    分かりやすく、実効性の高い日本型食生活を推進するとともに、農林漁業

体験などにより、食や農林水産業への理解増進を図る。【農林水産省】 
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４ 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施策名 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 ＫＰＩ 

（
３
）
消
費
者
団
体
、
事
業
者
・
事
業
者
団
体
等
に
よ
る
自
主
的
な
取
組
の
支
援
・
促
進 

 

①消費者団体等と
の連携及び支援
等 

     

消費者団体等との
意見交換の場を通
じた意見・政策提
言の把握等の状況 

②消費者志向経営
の推進に向けた
方策の検討と情
報提供等 

     

・事業者への情報
提供等の状況 

・豊かな消費経済
の構築に向けた
方策の検討状況 

③事業者や事業者
団体による自主
的な取組の促進
（公益通報者保
護制度の推進） 

     ・法の認知度（大企
業労働者、中小企
業労働者） 

  平 成 29 年 度 
43％、34％（約５
ポイント増、平成
24 年度 37％、
29％） 

・通報窓口の整備 
（中小企業、市区町

村） 
平成 29 年度 
45％、57％（約５
ポイント増、40％
（平成 24 年
度）、52％（平成
25 年度）） 

・ガイドラインの主
要項目への準拠状
況（事業者） 

  平成 29 年度 
35％ （約５ポイ
ント増、平成 24
年度 30％） 

消費者団体等と継続的な意見交換の場を通じた消費者団体等相互
の連携強化、現場の意見・政策提言の把握等【消費者庁】 

消費者団体が行う公益的な活動についての育成・支援の在り方の
検討【消費者庁】 

消費者志向経営の推進に向けた方策の在り方等の検討【消費者庁、
経済産業省】 

事業者や事業者団体に対する消費者行政に関わる情報提供、消費
者志向経営に関する普及・啓発【消費者庁、経済産業省】 

豊かな消費経済の構築
に向けた方策の検討
【経済産業省】 

豊かな消費経済の構築に係る具体的施
策の立案・実施【経済産業省】 

公益通報窓口の整備等の促進（説明会の実施、広報資料の作成・
配布等）【消費者庁】 

制度の見直しも含む
必要な措置に係る検
討会の開催等【消費
者庁】 

検討結果を踏まえた制
度の見直しも含む必要
な措置の実施【消費者
庁】 
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４ 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成 

（３） 消費者団体、事業者・事業者団体等による自主的な取組の支援・促進 

  ① 消費者団体等との連携及び支援等 

    消費者団体等と継続的な意見交換の場を設け、消費者団体等相互の連携強

化や消費者問題の実情に関する現場の意見・政策提言の把握とその活用に努

めるとともに、消費者団体が行う公益的な活動についての育成・支援の在り

方を検討する。【消費者庁】 

 

  ② 消費者志向経営の推進に向けた方策の検討と情報提供等 

    消費者志向経営を推進するため、事業者にも有益となる消費者志向の意義、

推進に向けた方策の在り方等について検討し、それを踏まえて推進する。 

    事業者や事業者団体に対し、自主的な取組の促進のため、消費者行政に関

わる情報提供を実施するとともに、消費者志向経営について普及・啓発を行

う。【消費者庁、経済産業省】 

     先進的消費者を始めとした消費者による豊かな消費を促すため、消費に関

する様々な制約が解消されるとともに、消費者が真に求める商品やサービス

が事業者や事業者団体から提供されるといった豊かな消費経済の構築に向け

て、まずはそのための方策について検討を行う。【経済産業省】 

 

  ③ 事業者や事業者団体による自主的な取組の促進（公益通報者保護制度の推

進） 

     公益通報者保護法について、説明会の実施等による法の周知・啓発を引き

続き図り、事業者・行政機関における通報・相談窓口の整備等を促進し、コ

ンプライアンス（法令遵守）に係る取組の強化を図る。また、制度の実効性

の向上を図るため、制度の見直しを含む必要な措置の検討を早急に行った上

で、検討結果等を踏まえつつ必要な措置を実施する。【消費者庁】 
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４ 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施策名 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 ＫＰＩ 

（
４
）
公
正
自
由
な
競
争
の
促
進
と
公
共
料
金
の
適
正
性
の
確
保 

 

①競争政策の強力
な実施のための
各種対応 

     
法的措置の実施件
数、企業結合審査
の実施状況 

②公共料金等の決
定過程の透明性
及び料金の適正
性の確保 

     

公共料金等の決定
過程における消費
者参画及び料金適
正性の状況 

＜公共料金における中長期的課題の検討、実施＞ 
公共料金等の決定過程の透明性、消費者参画の機会及び料金適正
性の確保に向けた課題に関する検討、実施 
【消費者庁、消費者委員会、各公共料金所管省庁】 

＜決定過程の透明性及び消費者参画の
機会の確保＞ 
電気の小売料金全面自由化に向けた、
決定過程の透明性確保及び消費者参画
の機会の確保に関する検討【消費者
庁、消費者委員会、経済産業省】 

＜料金適正性
の確保＞ 
電気料金値上

げ後のフォロ
ーアップ（東
京電力）【消

費者庁、消費
者委員会、経
済産業省】 

＜料金適正性
の確保＞ 

電気料金値上
げ後のフォロ
ーアップ（関

西・九州・東
北・四国・北
海道電力）

【消費者庁、
消費者委員
会、経済産業

省】 

＜料金適正性

の確保＞ 
電気料金値上
げ後のフォロ

ーアップ（中
部電力）【消
費者庁、消費

者委員会、経
済産業省】 

価格カルテル・入札談合等への厳正な対処と的確な企業結合審査の
実施【公正取引委員会】 

53



４ 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成 

（４）公正自由な競争の促進と公共料金の適正性の確保 

  ① 競争政策の強力な実施のための各種対応 

    一般消費者の利益の確保のため、独占禁止法等に基づき、競争政策を強力に実施

し、価格カルテル・入札談合等に厳正に対処するとともに企業結合審査を的確に実

施する。【公正取引委員会】 

 

  ② 公共料金等の決定過程の透明性及び料金の適正性の確保 

    各省庁が所管する公共料金等について、決定過程の透明性、消費者参画の機会及

び料金の適正性の確保に向けた課題を検討し、実施する。【消費者庁、消費者委員

会、各公共料金等所管省庁】 

    特に、電気の小売料金全面自由化に向けて、決定過程の透明性確保及び消費者参

画の機会の確保について検討する。 

    また、料金適正化の観点から、電力会社ごとに、値上げされた電力料金のフォロ

ーアップを計画的に行う。【消費者庁、消費者委員会、経済産業省】 
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４ 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成 

 

 施策名 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 ＫＰＩ 

（
５
）
環
境
の
保
全
に
配
慮
し
た
消
費
行
動
と
事
業
活
動
の
推
進 

 

①低炭素社会作り
に向けた国民運
動の推進 

     ウェブサイト 気候変

動キャンペーン「Fun 
to Share」のアクセス  
現状維持 

（平成26年12月、1日
当たり平均アクセス数
約 6,600） 

②循環型社会形成
に向けた情報提
供事業 

     ウェブサイト「リ・ス

タイル（Re-Style）」
の更新回数、アクセス
数（１日平均 600 回） 

③循環型社会に向
けた普及啓発事
業の実施等 

     「環境にやさしい買い
物キャンペーン」の参
加都道府県数、流通業

者等の数、３Ｒ促進ポ
スターコンクールへの
応募数 現状維持 

（平成 26 年度 47 都
道府県、47 社
（55,064 店舗）、応

募数 10,289 件） 

④経済社会におけ
る生物多様性の
保全と持続可能
な利用の促進 

     

・生物多様性民間参

画パートナーシッ

プへの参加団体数 

・ガイドブックを利

用したイベント等

への出展回数 

⑤有機農産物を始
めとする環境に
配慮した農産物
の理解と関心の
増進 

     

消費行動や事業活
動の推進に資する
施策の実施状況 

＜ウェブサイト「リ・スタイル（Re-Style）」による情報提供＞ 
サイトを１か月に１回程度更新することによる３Ｒの普及啓発、
サイトの適時改善【環境省】 

毎年 10 月の３Ｒ推進月間における「環境にやさしい買い物キャ
ンペーン」の実施、「３Ｒ推進全国大会」の開催等による普及
啓発、「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表
彰」及び「資源循環技術・システム表彰」の後援、関係機関の
意見を踏まえた改善【環境省、経済産業省】 

＜低炭素社会作りに向けた国民運動「Fun to Share」の推進＞ 
低炭素社会作りに向けた国民運動「Fun to Share」への参加に関
する国民への訴求、仕様の随時改善【環境省】 

＜「生きものマークガイドブック」を利用した国民理解の促進＞ 
事例集及び活用のための手引きの提供を通じた、農林水産業と生物多様性
の関係に関する国民理解の促進【農林水産省】 

＜有機農業推進法等＞  
有機農業・有機農産物等に関するセミナー、ポータルサイトによ
る情報発信、消費者との交流等【農林水産省】 

＜有機ＪＡＳ制度における表示の適正化及び啓発＞ 
ウェブサイト、パンフレット等による、有機ＪＡＳ制度に関する表示の
適正化、消費者等への啓発【農林水産省】 
国内での生産実態を踏まえた現行の有機ＪＡＳ規格の見直し（平成 28
年度）【農林水産省】 

＜消費者理解に向けた施策の展開＞ 
 食料・農業・農村基本計画を踏まえた具体的施策の構築・促進【農
林水産省】 

生産行程管
理記録の作
成のための
ソフトウェ
アの作成
【農林水産
省】 

＜ソフトウェアの提供＞ 
生産行程管理記録の作成のためのソフトウェアの生産
者への提供【農林水産省】 

＜事業者による自主的な取組と多様な主体の連携・協働の促進＞ 
先進的・模範的な取組事例の収集等及び「生物多様性民間参画ガイドラ
イン」と併せた普及、個々の事業者によるサプライチェーンも考慮した
自主的な取組の促進、事業者間及び多様な主体間の連携・協働の促進
【環境省】 

有機ＪＡＳ認定の申請予定者への提供 

  【農林水産省】 

既に有機ＪＡＳ

認定を取得して

いる生産者へ

の提供 

【農林水産省】 
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４ 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成 

（５）環境の保全に配慮した消費行動と事業活動の推進 

  ① 低炭素社会作りに向けた国民運動の推進 

    低炭素社会作りに向けた国民運動「Fun to Share」の中で、オフィスや家

庭などにおけるＣＯ２削減に向けた具体的な行動を提案し、引き続き、その

行動の実践を広く国民に呼び掛けていく。また、低炭素キャンペーンの運用

状況を見つつ、仕様を随時改善する。【環境省】 

 

  ② 循環型社会形成に向けた情報提供事業 

    ウェブサイト「リ・スタイル（Re-Style）」を定期的（１か月に１回程度）

に更新し、適時に改善を行い、ごみを減らし、資源をできるだけ有効に活用

するために日常生活においてできることなどについて分かりやすく情報提供

することにより、３Ｒに係る普及啓発を図る。【環境省】 

 

  ③ 循環型社会に向けた普及啓発事業の実施等 

    循環型社会に向けて、以下の取組を実施する。 

   １）「３Ｒ推進全国大会」を開催し、参加者一人ひとりが自らのライフスタ

イルを見直す機会を提供する。 

   ２）「環境にやさしい買い物キャンペーン」を実施し、３Ｒ行動の実践を呼

びかける。 

   ３）「新・ゴミゼロ国際化行動計画」に基づき、廃棄物の発生抑制に優先的

に取り組む。 

   ４）「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」及び「資源循

環技術・システム表彰」を後援し、優れた３Ｒの取組の普及や新たな資源

循環ビジネスの創出を支援する。【環境省、経済産業省】 

 

  ④ 経済社会における生物多様性の保全と持続可能な利用の促進 

    経済社会における生物多様性の保全と持続可能な利用の主流化を図るため、

国内外の先進的な取組事例を収集し、事業者や消費者に必要とされる具体的

な取組を促すとともに、行動を促進するために必要な措置を検討しつつ、情

報発信や普及啓発を図る。 

    具体的には、先進的・模範的な取組事例の収集等を行い、平成21年度に定

めた多くの業種に共通する一般的な指針である「生物多様性民間参画ガイド

ライン」と併せて普及を進めることで、個々の事業者によるサプライチェー

ンも考慮した自主的な取組の促進を図るとともに、事業者間及び多様な主体

間の連携・協働を促進する。【環境省】 

    ※生物多様性基本法において「生物の多様性」とは、様々な生態系が存在

すること並びに生物の種間及び種内に様々な差異が存在することとされ
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ている。 

    また、生物多様性に配慮した農林水産物であることを表す「生きものマー

ク」について、事例集及び活用のための手引（生きものマークガイドブック）

の提供を通じて、農林水産業と生物多様性の関係について国民理解を促進す

る。【農林水産省】 

    ※農林水産業の営みを通じて多くの生きものが暮らせる豊かな環境を取り

戻す様々な取組を総称して、「生きものマーク（生物多様性に配慮した

農林水産業の実施と、産物等を活用してのコミュニケーション）」と呼

んでいる。 

 

  ⑤ 有機農産物を始めとする環境に配慮した農産物の理解と関心の増進 

    有機農産物を始めとする環境に配慮した農産物については、「食料・農

業・農村基本計画」に則し、生産者、流通・販売業者や消費者との間の連

携・交流の推進、環境保全型農業に取り組む農業者の顕彰など、生産から流

通・販売、消費にわたる多様な取組を総合的に展開することを通して、消費

者の理解と関心を増進する。 

    特に、有機農業については、有機農業推進法及び同法に基づく基本方針に

則し、有機農業の啓発を図るセミナーの開催、有機農業の産地等を紹介する

ポータルサイトの開設、生産者と実需者のマッチングフェアの開催等を支援

する。 

    また、有機ＪＡＳ制度について、表示の適正化を図り、消費者等への啓発

を行うとともに、有機ＪＡＳ認定取得に必要な生産行程管理記録を簡易に作

成できるようソフトウェアを作成・提供する。【農林水産省】 
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５ 消費者の被害救済、利益保護の枠組の整備 

 

 施策名 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 ＫＰＩ 

（
１
）
被
害
救
済
、
苦
情
処
理
及
び
紛
争
解
決
の
促
進 

①消費者の財産的
被害の集団的な
回復のための民
事の裁判手続の
特例に関する法
律（消費者裁判
手続特例法）の
円滑な施行 

     

・適格消費者団体の認

知度 平成 32 年度

30％ （平成 27 年

１月 16.1％） 

・消費者団体訴訟制度

の認知度 平成 32

年度 40％ （平成

27 年１月 28.6％） 

・消費者裁判手続特例

法に基づき事業者が

現実に弁済した総額 

・景品表示時報に基づ

き納付された課徴金

の額及び実施余栄返

金措置計画に基づき

消費者に返金された

額の合計額 

②製造物責任法に
関する裁判例の
収集･分析 

     
収録内容の更新回
数 
目標：毎年１回 

③消費者に関する
法的トラブルの
解決 

     ①情報提供業務多重
債務問題等コール
センター問合せ件
数、事故情報デー
タバンクシステム
への登録件数 

②民事法律扶助業務
（多重債務問題援
助 開 始 決 定 件
数）、民事法律扶
助業務（多重債務
問題法律相談援助
件数 

④消費者紛争に係
る裁判外紛争解
決手続の実施 

     

国民生活センター
におけるＡＤＲの
実施状況 

⑤金融ＡＤＲ（裁
判外紛争解決）
制度の円滑な運
営 

     

・指定紛争解決機関

の苦情処理手続及

び紛争解決手続の

実施状況（処理件

数） 

・金融トラブル連絡

調整協議会の開催 

 （10 回）（平成

27 年度～平成 31

年度 （年２回開

催目処） 

消費者裁判手
続特例法の政
令・内閣府令

／ガイドライ
ンの公布等
【消費者庁】 

消費者裁判手続特例法の施行【消費者庁】 

適格消費者団
体及び特定適

格消費者団体
に対する支援
の在り方の検

討会の開催
【消費者庁】 

検討結果を踏まえた支援策の実施【消費者庁】 

制度の周知・広報【消費者庁】 

消費者裁判手続特例法や景品表示法の施行状況を
踏まえ加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関す
る制度の検討【消費者庁】 

＜関係機関・団体との連携・協力関係の構築＞ 
・消費者に関する法的トラブルを取り扱う関係機関・団体との

協議会の開催等【法務省】 

＜民事法律扶助業務の周知＞ 
・日本司法支援センターウェブサイト、パンフレットによる民
事法律扶助業務の周知 【法務省】 

国民生活センター紛争解決委員会による和解の仲介等の実施、そ
の結果の概要の公表及び他の消費者紛争のＡＤＲ機関との連携
【消費者庁】 

金融トラブル連絡調整協議会等の枠組みを活用した指定紛争解決
機関等の連携強化【金融庁】 

指定紛争解決機関の監督等による金融ＡＤＲ制度の円滑な実施
【金融庁】 

・住宅性能表示を受けた住宅及び保険を付した新築住宅のＡＤＲ
の実施 

・リフォームトラブルを含む相談の受付【国土交通省】 

論点別に裁判例を抽

出・整理・公表【消

費者庁、関係省庁

 

裁判例の拡充を図る 
【消費者庁、関係省庁等】 
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５ 消費者の被害救済、利益保護の枠組の整備 

 

 

 

 

 施策名 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 ＫＰＩ 

（
１
）
被
害
救
済
、
苦
情
処
理
及
び
紛
争
解
決
の
促
進 

⑥商品先物ＡＤＲ
制度の円滑な運
営 

     商品先物取引協会
の苦情処理手続及
び紛争解決手続の
実施状況（処理件
数） 

⑦住宅トラブルに
関する紛争処理 

     ・ＡＤＲ及びリフォ
ームトラブル相談
の実施状況 

・研修会の実施状況 
 札幌市、仙台市、
東京都、名古屋市、
大阪市、福岡市で開
催 

⑧「犯罪利用預金口
座等に係る資金に
よる被害回復分配
金の支払等に関す
る法律」（以下
「振り込め詐欺救
済法」という。）
に基づく被害者の
救済支援等 

     

被害者からの返金
申請の状況 

⑨多重債務問題改
善 プ ロ グ ラ ム
（平成19年４月
20日多重債務者
対策本部決定）
の実施 

     

・貸金業者から５
件以上無担保無
保証借入の残高
がある人数 

・多重債務に関す
る消費生活相談
の件数・内容 

⑩自殺対策基本法
に基づく総合的
な自殺対策の強
化 

     自殺死亡率（人口
10 万人当たりの自
殺者数） 
平成 28 年 19.4 人 

（平成 25 年 20.7

人） 

振り込め詐欺救済法に基づく返金制度の周知徹底、金融機関によ
る「被害が疑われる者」に対する積極的な連絡等の促進【金融
庁、財務省】 

＜多重債務問題改善プログラムの実施＞ 
・多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会の開催 
【消費者庁、金融庁、警察庁、文部科学省、厚生労働省、内閣府、総務

省、法務省、財務省、経済産業省】 
※関係省庁が十分連携の上、国、地方公共団体及び関係団体が一体となっ

て以下の施策を推進する。 

・ヤミ金の撲滅に向けた取締りの強化【警察庁、金融庁、関係
省庁等】 

・丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備・強化 
【金融庁、消費者庁、関係省庁等】 

・借りられなくなった人に対する顔の見えるセーフティネット貸
付けの提供【厚生労働省、関係省庁等】 

・多重債務者発生予防のための金融経済教育の強化【文部科学
省、金融庁、消費者庁、関係省庁等】 

自殺対策基本法及び自殺総合対策大綱に基づく、相談窓口の充実
等、総合的な自殺対策の強化【内閣府】 
※現行の自殺総合対策大綱（平成 24 年８月閣議決定）は、おお
むね５年を目途に見直すこととされている。 

紛争の迅速な解決及び制度の周知【農林水産省、経済産業省】 

民間賃貸住宅のトラブルに関する相談を受ける地方公共団体の
職員等を対象とした研修会を通じた関係者間の情報共有【国土
交通省】 

民法改正に関する周知【国土交通省】 
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５ 消費者の被害救済、利益保護の枠組の整備 

（１）被害救済、苦情処理及び紛争解決の促進 

  ① 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関す

る法律（消費者裁判手続特例法）の円滑な施行 

    消費者裁判手続特例法について、政令・内閣府令／ガイドラインの検討・

公布等を平成27年度中に行うとともに、制度の周知・広報を行い円滑な施行

に向けた取組を行う 

    とともに、適格消費者団体及び特定適格消費者団体に対する支援の在り方

の検討会を開催し、検討結果を踏まえた支援策を実施する。 

また、消費者裁判手続特例法や景品表示法の施行状況を踏まえ加害者の財産

の隠匿又は散逸の防止に関する制度の検討を行う。【消費者庁】 

 

 ② 製造物責任法に関する裁判例の収集・分析 

    製造物責任法に関する裁判例を収集・分析した上で、論点別に裁判例を抽

出・整理・公表するとともに、製品事故の被害救済に関する取組を推進する。

【消費者庁、関係省庁等】 

 

  ③ 消費者に関する法的トラブルの解決 

    日本司法支援センターにおいて、以下の取組を行う。【法務省】 

   １）多重債務問題等法的トラブルを抱えた方に対し,相談内容に応じた最適な

法制度の情報や，相談窓口に関する情報を無料で提供する情報提供業務を

実施する。 

   ２）多重債務問題を抱えた資力の乏しい方を対象に無料法律相談を実施し，

訴訟代理費用等の立替えを行う民事法律扶助による援助を行う。 

 

  ④ 消費者紛争に係る裁判外紛争解決手続の実施 

    国民生活センター紛争解決委員会において、重要消費者紛争の和解の仲介

等の手続を実施し、結果の概要を公表するとともに、消費者紛争について裁

判外紛争解決手続（ＡＤＲ）を実施する地方公共団体及び民間ＡＤＲ機関と

の連携を図る。【消費者庁】 

 

  ⑤ 金融ＡＤＲ（裁判外紛争解決）制度の円滑な運営 

    平成21年６月に「金融商品取引法等の一部を改正する法律」（平成21年法

律第58号）が成立し、紛争解決機関の指定制を導入することにより苦情・紛

争解決の中立性・公平性等を確保した裁判外紛争解決制度が創設され、平成

22年４月に施行された。同年10月より指定紛争解決機関が紛争解決等業務を

開始（現在、銀行・保険・証券等、業態別に８つの機関が当該業務に従事。）
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していることから、引き続き、金融分野における裁判外紛争解決制度の円滑

な実施を図るとともに、金融トラブル連絡調整協議会等の枠組みも活用し、

指定紛争解決機関等の連携の強化を図る。【金融庁】 

 

  ⑥ 商品先物ＡＤＲ制度の円滑な運営 

    商品先物取引法に基づき紛争解決等業務を行っている日本商品先物取引協

会において、標準処理期間の短縮（６か月から４か月）や事業者に対する関

係資料の提出義務付けなどの委託者保護に係る取組を踏まえ、引き続き、紛

争の迅速な解決を図るとともに、新規顧客などに対する商品先物分野におけ

る裁判外紛争解決制度の周知などを行うことにより、当該制度の円滑な実施

を図る。【農林水産省、経済産業省】 

 

  ⑦ 住宅のトラブルに関する紛争処理 

    住宅品確法及び瑕疵担保履行法に基づき、住宅性能表示を受けた住宅及び

保険を付した新築住宅について、裁判外紛争処理（ＡＤＲ）を実施する。そ

の他、リフォームトラブルに関しても電話相談及び専門家相談を受け付ける。      

また、建設業法に基づく建設工事紛争審査会においても、建設工事の請負

契約に関する紛争の裁判外紛争処理（ＡＤＲ）を引き続き実施する。 

    さらに、民間賃貸住宅のトラブルに関する相談を受ける地方公共団体の職

員等を対象とした研修会を実施し、関係者間において「原状回復をめぐるト

ラブルとガイドライン」や「賃貸住宅標準契約書」、相談内容や紛争処理事

例等の情報共有を図る。【国土交通省】 

 

  ⑧ 「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する

法律」（以下「振り込め詐欺救済法」という。）に基づく被害者の救済支援

等 

    振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金については、引き続き、返金

制度の周知徹底を図るとともに、金融機関による「被害が疑われる者」に対

する積極的な連絡等の取組を促す。【金融庁、財務省】 

 

  ⑨ 多重債務問題改善プログラム（平成19年４月20日多重債務者対策本部決定）

の実施 

    多重債務問題の解決のために、以下の取組を柱とする「多重債務問題改善

プログラム」を着実に実施し、多重債務問題及び消費者向け金融等に関する

懇談会を開催してフォローアップを行う。【消費者庁、金融庁、警察庁、文

部科学省、厚生労働省、内閣府、総務省、法務省、財務省、経済産業省】 

   １）丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備・強化【金融庁、

消費者庁、関係省庁等】 
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   ２）借りられなくなった人に対する顔の見えるセーフティネット貸付けの提

供【厚生労働省、関係省庁等】 

   ３）多重債務者発生予防のための金融経済教育の強化【文部科学省、金融庁、

消費者庁、関係省庁等】 

   ４）ヤミ金の撲滅に向けた取締りの強化【警察庁、金融庁、関係省庁等】 

 

  ⑩ 自殺対策基本法に基づく総合的な自殺対策の強化 

    自殺対策基本法（平成18年10月施行）及び自殺総合対策大綱（平成24年８

月閣議決定）に基づき、自殺対策を総合的に推進する。【内閣府】 
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５ 消費者の被害救済、利益保護の枠組の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施策名 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 ＫＰＩ 

（
２
）
高
度
情
報
通
信
社
会
の
進
展
に
対
応
し
た
消
費
者
利
益
の
擁
護
・
増
進 

 

①青少年が安全に
安心してインタ
ーネットを利用
できる環境の整
備 

     
「青少年が安全に
安心してインター
ネットを利用でき
るようにするため
の施策に関する基
本的な計画」に基
づく施策の実施状
況 

②個人情報保護法
制の周知 

     

個人情報保護法に
関する説明会の開
催状況（開催場
所、参加者数、肯
定的評価の割合） 

③パーソナルデー
タの利活用に関
する制度改正 

     

法案の審議状況等
を踏まえた施策の
実施状況 
 

説明会の開
催、広報資
料の作成等
による周
知・啓発 
【消費者
庁】 

法律の審議状況・施行に関する状況を踏まえた各施策の実施【内
閣官房、消費者庁、総務省、経済産業省、関係省庁等】 

基本計画に基づく、青少年のインターネット
利用環境整備のための施策の総合的かつ効果
的な推進【内閣府、関係省庁等】 

「基本的計

画」の見直し

【内閣府、関

係省庁等】 
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５ 消費者の被害救済、利益保護の枠組の整備 

（２）高度情報通信社会の進展に対応した消費者利益の擁護・増進 

  ① 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備 

    「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関

する法律」及び「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるよう

にするための施策に関する基本的な計画（第２次）」に基づき、青少年が安

全に安心してインターネットを利用できるようにするため、新たなインター

ネット接続機器・サービス等への対応、青少年・保護者等に対する普及啓発

の強化、インターネットを通じた青少年の犯罪被害の抑止対策など、青少年

のインターネット利用環境整備のための施策を総合的かつ効果的に推進する。

【内閣府、関係省庁等】 

 

  ② 個人情報保護法制の周知 

    法の定め以上に個人情報の提供を控えたり、運用上作成可能な名簿の作成

を取り止めたりするなど、いわゆる「過剰反応」が生じていることも踏まえ

つつ、「個人情報の保護に関する基本方針」（平成16年４月２日閣議決定）

に基づき、法制度の周知徹底を図る。【消費者庁】 

 

  ③ パーソナルデータの利活用に関する制度改正 

    個人情報保護法について、「パーソナルデータの利活用に関する制度改正

大綱」（平成26年６月24日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）

に基づき、制度の見直しを行う。 

    このため、平成27年通常国会へ個人情報保護法等の改正案を提出するとと

もに、法律の審議状況・施行に関する状況を踏まえ、国際整合性を図りつつ、

国民の合意を得ながら、各施策を実施する。【内閣官房、消費者庁、総務省、

経済産業省、関係省庁等】 
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